
 
 

第１５３回山梨県都市計画審議会 
  

会 議 録 
  

  山梨県都市計画審議会運営規程第１５条の規定により次のとおり会議録を作成する。 

  
      １．日 時： 令和２年１０月１９日（月）  

 

       ２．場 所： 書面による採決 

 
        ３．出席委員の氏名（敬称略） 

     （委 員） （１号委員）  赤 岡 勝 廣 委 員  

       刑 部 利 雄 委 員 

                    佐 々 木 邦 明 委 員 

                    甲 光 俊 一 委 員 

                    奥 村 一 利 委 員 

                    若 狭 美 穂 子 委 員 

            （２号委員）  幸 田  淳 委 員 

                    濱 野 幸 一 委 員 

                    河 村 俊 信 委 員 

                    土 井 弘 次 委 員 

                    河 内 健 司 委 員 

（３号委員）  渡 辺 英 子 委 員 

        望 月 幹 也 委 員 

（４号委員）  皆 川  巖 委 員 

               白 壁 賢 一 委 員 

               土 橋  亨 委 員 

（５号委員）  中 村 勝 彦 委 員 

 出 羽 和 平 委 員 

 

４．傍聴者等の数  ０人（書面開催のため傍聴者なし） 

 

５．会議次第 

  （１）議事 

 

６．審議案件 

      （１）「山梨県都市計画マスタープラン及び都市計画区域マスタープラン」の 

改定方針の答申について 

 

    ７．議事の概要 

         別紙会議録による



意見の内容

第１５３回山梨県都市計画審議会　会議録

意見に対する県の回答

○　意見の状況

　議案の内容について、１件の意見を踏まえ、修正し、議案のとおり県に答申する。

ご指摘を踏まえ、以下のとおり修正します。
5.県の広域調整の役割について　１２行目
「県で調整し市町村と協議のうえで、マスタープランに・・・」

5.県の広域調整の役割について
１２行目の「県で調整し市町村と協議することによ
り」のところですが、「県との協議のうえで調整し
マスタープランに・・・」の様な、市町村の自主性
は尊重しつつも適正な拠点指定を行っていくと受け
取りやすい表現にした方が良いように思います。
（表現はお任せします。）

○　会議結果

　山梨県都市計画マスタープラン及び都市計画区域マスタープランの改定方針について　答申（案）

○　会議内容


	６．審議案件
	（１）「山梨県都市計画マスタープラン及び都市計画区域マスタープラン」の
	改定方針の答申について
	７．議事の概要



